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１ 募集の概要 

  北区では、地域の子育て支援機能の充実及び子育て親子の福祉の向上を図ることを目的に、

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第６項に規定する地域子育て支援拠点

事業として、北区民設子育てひろば事業（以下「ひろば事業」という。）を行う事業者に対し、

令和６年度より運営費の一部補助を行っています。 

この度、尾久駅前自転車駐車場内にあった観光 PR コーナー跡地（令和７年３月３１日閉

鎖）を活用して、北区民設子育てひろばを開設することにしたため、新たにひろば事業の運

営事業者を募集します。 

  補助金交付にあたっては、「東京都北区民設子育てひろば事業運営費補助要綱」のほか、

関係法令等を遵守してひろば事業を運営する必要があります。 

２ 応募資格 

  今回の募集に応募ができる事業者は、次の①～⑨の要件をすべて満たす事業者とします。

複数の事業者が共同で申し込むことはできません。 

① 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定する特定非営利活

動法人その他の団体もしくは株式会社等で、地域社会において子育て支援する事業を実

施する団体であること。 

② ひろば事業を５年以上継続して実施する意思があること。 

③ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同令第１６７条

の１１第１項において準用する場合を含む。）の規定に該当しないこと。 

④ 代表者又は役員が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を

受けることがなくなるまでの者が含まれていないこと。 

⑤ 応募時点で、東京都北区競争入札参加資格者の指名停止措置を受けていないこと。 

⑥ 東京都北区暴力団排除条例第２条に規定する暴力団員または暴力団関係者でないこと。 

⑦ 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと。 

⑧ 法人の場合は、法人事業税（地方法人特別税を含む）、法人税、消費税及び地方消費税 

を、個人の場合は、所得税、住民税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

⑨ 経営不振の状態（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項に基づき更 

正手続開始の申立てをしたとき、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第 

１項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形または小切手が不渡りになったと 

き等。ただし、北区が経営不振の状況を脱したと認めた場合は除く。）にない者であるこ 

と。 
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３ 募集内容 

（１）募集事業者数 

   １事業者 

   ※開設予定地： 尾久駅前自転車駐車場内観光 PR コーナー跡地（北区昭和町 2-1-31） 

     

（２）事業開始時期 

   令和 8 年５月 

令和７年１０月から観光ＰＲコーナー跡地の改修工事を行います。改修工事と並行して、

ひろば事業の運営事業者を選定し、事業運営に必要な改修工事を行った後、令和８年５月

から運営を開始します。 

 

～事業開始までのスケジュール～ 

 

※準備が整った場合は、令和８年４月開設も可能です。 

 

 

（３）事業の内容 

 ①基本事業（必須） 

  常設の子育てひろばを設置し、次の表に掲げる基本事業を全て実施してください。 

基本事業 内 容 

子育て親子の交流

の場の提供と交流

の促進 

ア おおむね３歳未満の乳幼児及びその保護者（これから子育てを始

める親を含む。以下「子育て親子」という。）が、気軽にかつ自由

に利用できる場を設けること。 

イ 実施日時は、子育て親子が利用を希望するときに利用することが

できる時間帯を配慮し、週５日以上かつ１日５時間以上開設するこ

と。 
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子育てに関する相

談及び援助の実施 

子育てに不安、悩み等をもっている保護者に対する相談及び援助を実

施すること。 

地域の子育て関連

情報の提供 

子育て親子が必要とする身近な地域の様々な子育て支援に関する情報

を提供すること。 

子育て及び子育て

支援に関する講習

等の実施 

子育て親子及び子育て支援に関わるスタッフとして活動することを希

望する者等を対象として、月 1 回以上、子育て及び子育て支援に関す

る講習を実施すること。 

 

 ②加算事業 

基本事業を実施したうえで、子育て支援機能の充実を図ることを目的として加算事業を実

施した場合、別途加算の対象とします。なお、今回の募集では、以下の２事業の実施を要

件とします。 

（必須事業） 

加算事業 内 容 

乳幼児一時 

預かり事業 

地域の拠点として、児童福祉法第６条の３第７項に規定する一時預か 

り事業を時間単位で実施すること。 

（１）ひろばの開設時間に実施すること。 

（２）同時間帯の定員を２名以上とすること。 

（３）以下に掲げる要件を満たすこと。ただし、ひろばの職員（保育

士又は研修修了者であるものをいう。）の支援を受けられる場合

には、当該要件を保育士の資格を有する者を１名以上配置するこ

ととすることができる。 

（ア）子育て支援に関して相当の知識及び経験を有する専任の者を２

名以上配置すること。 

（イ）専任の者のうち１名以上は、保育士の資格を有し、保育につい

て経験豊富である者を充てること。 

（ウ）専任の者のうち保育士の資格を有しない者にあっては、区長が

別に実施する研修又は相当と認めた研修を受講し、修了した者を

充てること。 

地域支援の 

取組の実施 

地域全体で、子どもの育ち・親の育ちを支援するため、地域の実情に 

応じ、地域に開かれた運営を行い、関係機関や子育て支援活動を実施
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する団体等と連携の構築を図るための以下に掲げる取組を月１回以上

実施すること。 

（１）高齢者・地域学生等地域の多様な世代との連携を継続的に実施

する取組  

（２）地域の団体と協働して伝統行事等を実施し、親子の育ちを継続

的に支援する取組 

（３）地域ボランティアの育成、町内会、子育てサークルとの協働に

よる地域団体の活性化等地域の子育て資源の発掘・育成を継続的

に行う取組  

（４）本事業を利用したくても利用できない家庭に対して訪問支援等

を行うことで地域とのつながりを継続的に持たせる取組 

 

（任意事業） 

育児参加促進講習 

の休日実施 

両親等が共に参加しやすくするために、休日におおむね月２回以上、 

育児参加促進に関する講習会を実施した場合 

出張ひろば 

の実施 

地域の実情や利用者のニーズにより、親子が集う場を常設することが 

困難な地域において実施し、次に掲げる要件を満した場合 

（１）開設日数は、週１日又は２日、かつ１日５時間以上とするこ

と。  

（２）ひろば事業の職員が、必ず１名以上出張ひろばの職員を兼務す

ること。  

（３）実施場所は屋内とし、原則として、年間を通して同じ場所で実

施すること。ただし、地域の実情に応じて、複数の場所において

実施することも差し支えないが、その場合には、子育て親子のニ

ーズや利便性に十分配慮すること。 

 

③その他 

 ア 行政や関連機関、地域と連携して実施すること。 

 イ 運営にあたっては、地域の人材を活用し、特に利用者が将来的に支援者となれるよう 

な仕組みづくりに努めること。 

  ウ 利用統計及び事業報告書の提出等、ひろば事業運営に伴う関連業務を実施すること。 
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（４）実施要件 

①実施場所 

事業実施にあたっては、区指定場所（観光 PR コーナー跡地）を常設のひろばとして事業

を行うこと。 

 

②スペース及び設備 

ア ひろばのスペースは、概ね１０組以上の子育て親子が一度に利用しても差し支えない

程度以上の広さを有する専用のスペースを確保すること。 

イ ひろばには、授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用

しても支障が生じないような設備を設置すること。 

 

③実施日時 

  週５日以上かつ１日５時間以上開設すること。なお、子育て親子が利用を希望するとき 

に利用することができるよう時間帯には配慮すること。 

 

④職員配置 

 ア 子育て親子の支援に関して意欲のある専任の職員２人以上を配置すること。 

イ 職員は、子育て親子の支援に関して相当の知識と経験豊かな者を配置すること。 

ウ 乳幼児一時預かり事業の実施については、３（３）②に定める職員を配置すること。 

 

⑤利用料 

ア ひろばの利用は、原則無料とする。 

イ 乳幼児一時預かり事業の実施については、利用料金を徴収することができる。ただし、

北区民の利用を優遇させるため、北区民とそれ以外の利用者の利用料金に差をつける

こと。 

ウ 講習会の実施等教材費その他利用者に負担させることが適当と認められるものについ

ては、実費を徴収することができる。 

 

 ⑥保険加入 

  利用者の事故に備えた傷害保険及び賠償責任保険に加入すること。 
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４ 民設子育てひろば開設予定施設について 

 尾久駅前自転車駐車場内の旧観光 PR コーナー及び赤ちゃん休けい室を民設子育てひろば

として活用します。 

（１）施設の基本情報 

①所在地   北区昭和町 2-1-31 

②専有面積  約 38.9 ㎡ 

③賃借料   免除 

④光熱水費  使用した分をご負担いただきます。 

 

（２）民設子育てひろば開設に伴う工事について 

 ①自転車駐車場管理室移設のための工事 

  旧観光 PR コーナーと赤ちゃん休けい室の間に設置されている自転車駐車場管理室の移

設工事を区が行います。工事内容は以下のとおりです。 

  ・管理室の移設 

  ・現管理室と旧観光 PR コーナーの間に設置されている壁の撤去 

  ・旧観光 PR コーナーと赤ちゃん休けい室の間のコンクリート床の整備 

  ・自転車駐車場スペースとの間の間仕切り壁及び開き戸設置工事 

  ・窓ガラスに記載された広告フィルムの撤去 

 ②民設子育てひろば開設のための工事 

ひろば開設のためのリフォーム工事は、選定された事業者にて、本事業を安全かつ適正に

実施するのに必要な範囲で、事業者の負担及び責任により工事を実施していただきます。な

お、リフォーム工事に掛かる経費は、別紙１「東京都北区民設子育てひろば事業運営費補助

要綱」別表２の開設準備経費の対象となります。想定される工事内容は以下のとおりです。 

・ビニル床及び壁紙設置工事 

・授乳スペース等設置工事 

・「民設子育てひろば」案内表示（看板、窓ガラス等）設置のための工事 

 また、ひろば事業を廃止・終了する際には、原状回復のうえお返しいただきます。 

 

５ 補助制度 

補助制度については、実際の交付額を保証するものではありません。補助額は予算の範囲内

で決定します。 
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（１）補助額 

別紙１「東京都北区民設子育てひろば事業運営費補助要綱」のとおり。 

 

（２）補助対象期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

  ※以降、年度ごとに補助金を交付します。 

 

（３）注意事項 

 ・各区分の補助交付額は、基準額と補助対象経費の合計額とを比べて少ない方の額となりま

す。（1,000 円未満の端数切捨て） 

・他の助成金、補助金の交付対象となっている経費は、補助対象外です。 

 ・開設準備経費は、事業開始の初年度のみを対象とします。選定結果通知日以降かつ開設日 

前日までに支出したものが補助対象経費です。 

・補助金は、交付決定後に年額を４等分し、四半期に分けて交付します。 

 

６ 募集スケジュール及び選定方法 

（１）募集スケジュール（予定） 

日程 内容 

令和７年８月中旬 募集要項の公表（北区ホームページに掲載） 

令和７年８月中旬 

   ～８月 25 日（月）午前 10 時 

応募事業者向け説明会参加申込受付 

質問の受付 

令和７年８月 27 日（水） 

午後 1 時 30 分～ 

応募事業者向け説明会及び質問回答 

説明会の後に民設子育てひろば予定地の見学会

を実施いたします。 

※説明会への参加は応募の必須条件です。 

令和 7 年８月 28 日（木） 

～９月 18 日（木）午後５時 

申請書の受付期間 

令和７年９月中旬～10 月上旬 一次審査（書類審査） 

令和 7 年 10 月上旬～中旬 一次審査結果通知 

令和７年 11 月４日（火） 二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング） 

令和７年 11 月中旬 二次審査結果通知 
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▲電子申請はこちら 

（２）説明会 

事前にお申込みのうえ、応募予定の事業者は必ずご出席ください。説明会の参加は、応募 

の必須条件になります。 

①日  時  令和７年８月 27 日（水） 

午後 1 時 30 分～（受付：午後 1 時 15 分～） 

②場  所  昭和町ふれあい館第１ホール A 

       北区昭和町３丁目 10 番 7 号 

③申込方法  令和７年８月 25 日（月）午前 10 時までに電子申請にてお申込みください。 

④注意事項  ふれあい館での説明会の後、午後３時頃にひろば開設予定地へ移動します。

見学いただく時点では、施設は自転車駐車場管理人室移転のための工事前の

状態ですのでご了承ください。また、見学会以外の日時に個別に視察にいく

ことは、工事業者や自転車駐車場利用者の迷惑となるためおやめください。 

 

（３）質問・回答 

①受付期間  令和７年８月 25 日（月）午前 10 時まで 

②方  法  別紙２「質問票」に記載のうえ、電子メールで提出してください。 

       件名は、「民設子育てひろば事業質問（事業者名）」としてください。 

       メールアドレス sk-shien-ka@city.kita.lg.jp 

③回答方法  質問者名を伏せたうえで、説明会の際に回答します。 

 

（４）応募の手続き 

①受付期間  令和７年８月 28 日（木）～９月 18 日（木）午後５時 

②提出場所  出産・子育て支援担当課（下記９ 書類提出先のとおり） 

③提出方法  電子メールによりご提出ください。 

 ④提出書類  別紙３「北区民設子育てひろば運営事業者応募申請様式集」の様式２ 

「提出書類一覧」により、必要書類を作成してください。 

提出書類一式を PDF 形式に変換し、提出してください。 

件名は、「民設子育てひろば事業応募申請書（事業者名）」としてください。 

        メールアドレス sk-shien-ka@city.kita.lg.jp 
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（５）選定方法及び審査基準 

①選定委員会における審査 

選定委員会を設置し、審査基準に基づき応募事業者の審査を行い、総合評価の高い応募事

業者を選定します。 

②選定方法等 

 書類審査を第一次審査、プレゼンテーション・ヒアリング審査を第二次審査とします。書

類審査で上位３団体程度を第二次審査の対象とします。第二次審査ではひろば責任者（候

補者）が主体となってプレゼンテーションをしていただきますので、ひろば責任者（候補

者）は必ず出席してください。 

③審査基準 

 別紙４「審査基準」のとおり 

 ④選定結果の通知・公表 

 選定結果は、すべての応募事業者に対し文書で通知します。 

 

７ その他 

① 応募に要する費用は、すべて応募事業者の負担とします。 

② 提出された書類は返却しません。 

③ 提出された書類等に虚偽の記載をした場合には、無効の扱いとするとともに、虚偽の記 

載をした事業者に対し、指名停止等必要な措置をとる場合があります。 

④ 提出された書類は、本選定以外の目的に提出者に無断で使用することはありません。 

⑤ 書類提出後は、原則、書類に記載された内容の変更を認めません。ただし、北区が必要 

と認める場合は、内容の修正や追加書類の提出を求めることがあります。 

⑥ 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とします。 

⑦ 区が提供する資料は申請に係る検討以外の目的での使用を禁止します。また、この検討

の目的の範囲内であっても、区の了承を得ることなく、第三者に対してこれを使用させ、

又は内容を提示することはできません。 

⑧ 選定過程については公表しません。また、選定結果についての審査請求は認めません。 

⑨ 補助対象事業を廃止するときは、廃止しようとする日の３か月前までに事業廃止届を区

へ提出する必要があります。また、区が本事業を終了する際には、区は補助事業者に対

して事前に通知し、補助事業者はこの求めに応じる必要があります。 

⑩ この要項に定めるもののほか、必要な事項については選定委員会が別に定めます。 
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８ 別添資料 

別紙１ 東京都北区民設子育てひろば事業運営費補助要綱 

別紙２ 質問票 

別紙３ 北区民設子育てひろば運営事業者応募申請様式集 

    ※様式４事業提案書については、様式に記載している項目を満たしていれば、パワ

ーポイント等で作成した書類での提出も可能です。 

別紙４ 審査基準 

 

９ 問い合わせ・書類提出先 

 北区出産・子育て支援担当課   担当：横山 

 住所：北区滝野川２－５２－１０（滝野川分庁舎３階） 

 電話：03-5948-6881    メールアドレス：sk-shien-ka@city.kita.lg.jp 

 電話受付時間：平日 午前８時３０分～午後５時 


